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第１７回ＪＷＲＣ水道講座
～地方自治における水道事業の位置づけと課題～

令和４年９月１２日（月）１４：１０～１５：００

自治体法務ネットワーク代表 森 幸二

法の解釈適用

読む≠解釈する

法的な考え方
・ものの見方の
はじめ

法律・条例

住民福祉
（幸せ）

解釈

理解

伝える

法務能力とは、法を解釈し、伝える能力

住民福祉を実現
するための道具

法を実現する
ための条件

事例：子ども連れで入場できるか？

マニュアル
「選挙人が子どもを連れてきた場合、

そのまま、入場させること」

Q:投票所に
入場させてよいか

• （投票所に出入し得る者）

• 第５８条 選挙人、投票所の事務に

従事する者、投票所を監視する職権を

有する者又は当該警察官でなければ、

投票所に入ることができない。

公職選挙法

法の根拠

「見出し」
－手がかり

条・項・号

Ａ、Ｂ、Ｃ
又はＤ

条文を読んだ結果と正しい結論

〔正しい結論〕

子ども連れの入場
ＯＫ！

〔条文を文理的に読ん
だ結果〕子ども連れで

は入場できない

？

読むVS解釈解釈

読む
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法的な意味と文理的（国語的）な意味

第・・条
第・・項
第・・号

第・・条
第・・項
第・・号

法的な意味 文理的な意味

条文を
読む

法を
解釈する

社会において
実現すべき内容
（光景・絵）

を明らかにする
こと

文理・論理
を明らかに
すること

法の解釈

条文を
読む

法の解釈

法として
解釈する

「結論としてお
かしい。このま
ま帰すわけには
いかない。調べ

てみよう」

法を動か
すのは

自分だ！

動かす
＝目的を
達成する

法の目的（何のために創られた法律か）

（この法律の目的）
第１条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並
びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その
選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われること
を確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

目的＝不正な選挙を防止

おかあさん、
〇〇党のほうが

いいよ！ 投票教唆・誘導

目的＝多くの人に投票
ex.シングルM

はい。
そうします。

子ども連れの投票OK
ー「根拠規定の文理に
は合わないが、法の

目的の実現には必要！

法の制定過程（内容の検討）

子ども連れで
の入場は？

OK！

断る理由はない！

当然〇

認めるべき
でしょう！

結論：子ども連れの
入場可公職選挙法制定委員会

法の制定過程（内容の条文化）

「子ども連れで
の入場はできる」
と規定しますか？

条文が無用に
長くなる

常識でわかりそうな
ことでしょう。わざわざ、

規定しなくても
いいのでは？

目的から考えると
不要でしょう。

結論：「子ども連れで
入場可」とは規定しない公職選挙法制定委員会
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条文は法の表現形態〔「解釈」の必要性〕

法（正義・平等）

•選挙人

•事務従事者

•警察官など

•子ども連れ

法律（条文・表現）

•選挙人、投票所の 事
務に従事する者、投票
所を監視する職権を有
する者又は当該警察官
でなければ、投票所に
入ることができない。

おかしな結論

〔×子ども連れ〕

×読む

解釈

真意

表現方法
の一つ

解釈

たくさんある

条文（における表現）の多様性

（投票所に出入し得る者）

第５８条 選挙人、投票所の

事務に従事する者、投票所を

監視する職権を有する者又は

当該警察官でなければ、投票

所に入ることができない。

（投票所に出入し得る者）

第５８条 選挙人、投票所の

事務に従事する者、投票所を

監視する職権を有する者又は

当該警察官でなければ、投票

所に入ることができない。

２ 前項の規定にかかわらず、

選挙人の同伴する子供は、

投票所に入ることができる。

当初の条文 改正後の条文
法的には
同じ意味

法的には
必要はない！

立法事実と法改正

〔立法事実（法律の改正が必要となる事件）〕
①子ども連れの入場を拒否

②投票所の入り口に託児所を設置

〔原因〕自治体（職員）が、解釈できない事件が数多く発生。

〔解決手段〕法律を改正

条文を詳しく規定しない理由

（投票所に出入し得る者）
第５８条 選挙人、投票所の

事務に従事する者、投票所を
監視する職権を有する者又は

当該警察官でなければ、投票

所に入ることができない。

（投票所に出入し得る者）

第５８条 選挙人、投票所の

事務に従事する者、投票所を

監視する職権を有する者又は

当該警察官でなければ、投票

所に入ることができない。

２ 前項の規定にかかわらず、

選挙人の同伴する子供は、

投票所に入ることができる。

当初の条文 改正後の条文
分かりやすい。

なぜ、こちらを
選択したのか？

定性的に優れている
ように思える？

「投票所に入りたい子ども」

１ お父さんやお母さんと
と一緒なら入れるよ！

２ ごめんね。君たちは入れない。
１８歳になったら、来てね。

入場できますか？

入場できまちゅか？

法的な
ものの考え方！

法解釈に必要な法的な考え方・ものの見方

（物理的な）目

法的な目

目的
＝投票

目的
＝子どもの興味

目的
＝投票

目的
＝子どもの興味
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法解釈に必要な法的な考え方・ものの見方

物理的・視覚的なものの見方

• 目に映る姿形が同じものはすべて同じもの

法的な考え方・ものの見方

• 物理的・可視的に同じものでも目的・趣旨・立
場が異なるものは「別のもの」

生物学的な目

法的な目

条例、規則、要綱のしくみ

自治体の規程

凡例：

憲法

法律（国会）

政令（内閣）

省令（大臣）

国 自治体

通達 通知 ガイドライン 通知要領要綱法で
ないもの

条例（議会）

規則（長）

権利制限・義務付け
権利付与

権利義務に
無関係権利付与

法と内部規程 条例事項（住民の権利と義務）

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限り
において第２条第２項の事務に関し、条例を制定する
ことができる。
第１５条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない
限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を
制定することができる。

第１４条
２ 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限
するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、
条例によらなければならない。

重要事項は「条例（議会＝住民総会）」

条例

議会

例え：町内
会の総会

重要事項

規則

長

例え：町内
会長

日常的
な事項

○○条例

第○○条 住民は住民税を収入

の１０％納付しなければならない。

印

条例＝契約の締結

印

印

印

印

印
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条例事項（重要事項）～法律行為と事実行為～

法律行為 事実行為

基本計画の策定

イベントの実施

特産物のＰＲ

税の賦課

公の施設の使用許可

住民票の交付

法的な
価値・仕分け表

「権利と義務が
住民にとって
最も大切」という

価値観

法の範囲

法

憲法

法律

政令

省令

条例

規則

自治体の法

条例

規則

義務・許可

条例

北九州市飼い犬 ○○

第１６条 市長は犬の飼い主に犬を犬小屋に入れ
るよう命ずることができる。

要綱条例
行政指導行政処分

条例、規則等、要綱等の効果の違い

命令

自治体組織のしくみ

自治体の事務が行われるしくみ

住民職員
（補助機関）

長・教委
（執行機関）補助

権利

意思表示

自治体 権限実務

顧客補助

権利

意思表示

民間団体 権限

民間団体の事業が行われるしくみ

従業員
（事務処理）

代表者
（決定）

実務
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指定管理者制度における事務の執行体制は？

住民

長・教委
（執行機関）

権利 権限

権利 権限

従業員
（事務処理）

代表者
（決定）

指定管理団体

自治体

誰が入れ替わるのか？

実務

実務

職員
（補助機関）

住民従業員
（事務処理）

代表者
（決定）補助

権利

許可

指定管理団体 権限

事務の委（移）譲（７）

使用料

実務

住民従業員
（事務処理）

代表者
（決定）補助

権利

許可

権限

権限の委任（３）

自治体

使用料

実務

住民従業員
（事務処理）

長・教委
（決定）補助

権利

許可

権限自治体

〔事実上の委託〕（１）

使用料

実務

住民従業員
（事務処理）

代表者
（決定）補助

権利

許可

権限

指定管理者制度は「権限の委任」

自治体

使用料

実務

指定管理者制度
のすべて！

自治体

住民
契約指定管理者

・指定管理者
・長や教委

権限

公的行為（管理行為）
として自主事業を行う

営利行為
として自主事業を行う

住民
民間団体
としての
指定管理者

自治体

契約

許可

申請

売上げは
自治体
のもの

売上げは
指定管理者
のもの

指定管理者の法的な立場と自主事業における収入の帰属
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法的なものの見方・考え方

～立場で人を評価する～

法的な行政の実現、法律問題の解決に必要なこと

社会生活一般・・・人は具体的・個別的な存在（例：森幸二さん）

法の世界・・・人は立場で評価される抽象的存在

例：自治体職員、納税義務者、被許可者、〇〇契約の当事者

「立場で人を評価する」

法的な考え方の入口

・法律問題（物語）の当事者（登場人物）を確定する。

・契約と行政処分ごとに結び付ける。

同一人（人間・法人）であっても、法律関係ごとに別人！

法律関係で直接繋がっていない者同士の間に
権利や義務は発生しない！

例題１

あなたが、牛丼屋さんで食事をしていました。

しかし、店内のどこにも営業許可証が貼っていないので、
店主に指摘したところ、

「先月、許可を取り消されました。その後、許可は受けて
いません。その代りに、特盛にしています！」

という、うれしいようなそうでもないような答えが返って
きました。さて、あなたは、注文した牛丼代を支払う義務が
あるでしょうか。

客ラーメン
店主県（県知事）

客ラーメン
店主

県（県知事） ラーメン
店主

法的な考え方

論理的な考え方

別人

法律関係なし

例題２

Ｘ市が市民ホール使ってイベントを行うときにも、

許可手続が必要でしょうか。

①許可の権限を持っているＸ市の事業だから許可は必

要ない。

②許可の事務を行っているＸ市と事業を行うＸ市とは

法的な立場が別。許可は必要。



令和４年９月１２日
ＪＷＲＣ第１７回水道講座

8

自治体だけが持つ法的な立場

法律や条例から権限（社会契約を実現する資格・役割）
を与えられた立場の市 例：公の施設の管理

事業を行う
立場の市

事業を行う
民間団体・個人

法的には同じ

法的には別の
「人」

権限市

事業を行う
立場の市

法的には別の
「人」

権限市 権限市 権限市 権限市

民間は立場が一つ

自らの施設を管理する民間団体

事業を行う
民間団体・個人

法的には一つしか
存在しない

民間企業には
「法的な立場」がない
「立場が違う」ことが

理解できない

自治体

住民
契約指定管理者

・指定管理者
・長や教委

権限

公的行為（管理行為）
として自主事業を行う

営利行為
として自主事業を行う

住民
民間団体
としての
指定管理者

自治体

契約

許可

申請

売上げは
自治体
のもの

売上げは
指定管理者
のもの

指定管理者の法的な立場と自主事業における収入の帰属

法的な人の評価～置かれた立場～

生活保護の受給者、税の減免を受けている人

×その人の属性。〇その人がその時点で置かれている状況、立場

立場は、誰でも、いつでも変化し、逆転しうる。

法的な保護や手当を受けている住民を心ない（法的でない）誹りから守る
＝自治体職員の重要な役割

法的な人の評価～法的な意味での人とは「立場」～

いやな係長だな。役所に行きたくないな

やさしくて、立派なうちの父とは全然違うな

でも・・うちの父にも部下がいるな

係長にも、お子さんがいる・・・。

ってことは、父も会社ではいやな係長で、係長も家
ではやさしいお父さんかもしれないな

人って、社会においては【立場】で変わるんだな。

がんばろう！

人＝立場
（機関）
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「関係性」ではなく「立場」

• 法的な心
・・・自分の周りの人たち、

自分に親い人たち
自分にとって大切な人たち

を困らせることになっても、
未だ会ったことのない、顔も知らない
自分と関係性を築くことは永遠にない

このまちのどこかで困っている人を
助ける心意気！

立場
関係性

法的な人物評

評価する人 評価しない人 評価する人 評価しない人

３年後

評価を恩に

おわりに

～地方自治における水道事業の位置づけと課題～

「法的」という価値観（３つ目の大切なこと）

政策判断
（メリット）

論理的な判断
（三段論法）

法的な判断
（価値的）

法律・条例

住民福祉
（幸せ）

法（という価値）
を手に入れるため

の勉強

理屈やメリットを
犠牲にしてでも
達成しなけれ
ばならないこと。

理屈とアウトプット
だけでは動けない。

法務には、公務員
としてのものの見
方や価値観が
詰まっている。
単なる条文として
の根拠ではない。

公務員になること

法的な
価値観・判断力

民間の社員

自治体職員

法務には、公務員とし
てのものの見方や価値
観が詰まっている。
単なる条文としての
根拠ではない。

自治体職員に必要な能力

法
•正しいかどうか

•法令に合ってい
るかどうか

論理 •説明できるか
どうか

政策 •課題が解決でき
そうかどうか

自治体職員
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自治体職員に必要なこころざし

（自治体職員として）自分を活かすこと

×自分が考えた案や計画自分の考えを活かすこと

〇決められた考え方や政策（法の中身）の実現のために、
自分ができることを自ら発見し、一つの役割を担うこと

×主役を望む・拘る 〇とにかくエンドロールに名前を載せること

政策や事業の法的な評価

一つの
政策・事業
を選択・実行
すること

新たな
政策の

メリットを得る

現在の
政策・事業
を止める

現在の
政策・事業の
メリットを
失う

新たな
政策の

デメリット
を受ける

現在の
政策・事業の
デメリットが
解消される

「この政策・事業さえ実施すれば
（すべて）うまくいく！」は、
その内容が何であれ虚構。

公務員にとっての法的「欲求５段階説」

自己実現の欲求（理想の実現）

承認の欲求（認められる・目立つ）

社会的欲求（安定）

安全の欲求（経済）

生理的欲求（健康）

マズロー：
「下の欲求が満たされたいと、
上の段階へは行かない」

自己超越の欲求
（社会のために！）

保障されていない

公務員として
保障されている

自治体職員
の生業

法：承認されなくても、
自己実現できなくても自己を
超越しなければならない

結果
として

法律行為と事実行為（法的な「価値観」）

法律行為 事実行為

基本計画の策定

イベントの実施

特産物のＰＲ

税の賦課

公の施設の使用許可

住民票の交付

自己超越の欲求
（社会のために！）

自己実現の欲求
（理想の実現）

承認の欲求
(認められる・目立つ)


